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第3章 労働者派遣

(直接雇用の原則の侵食)について
脇田 滋

1直 接雇用(=間 接雇用禁止)原 則

の意義

労働法で は 「直接雇用」が原則 である。 その

核心 は、実際に労働者 を直接 に指揮命令 して働

かせ、その労働 によって一番利益 を受 ける者(エ

ン ドユーザー)が 、 その労働者について雇用 を

含 め、使用者 としてのすべての責任 を負 うとい

うことで ある。 このエ ン ドユーザー と労働者 の

間に介在 す る者 が形式だ け雇用主 となる 「間接

雇用 」 は、弊害のない例外的な場合 に しか許 さ

れない(=間 接雇用禁止原則)。

戦前の 日本では、間i接雇用 としての労務二供給

業が広 く利用 されて いた。主 に、 「組請負 」や

「人夫 出 し」な どといった形式で
、中間に介在す

る業者が労働者 を集 めてきて工場での単純労務

や雑務 をさせて いた。工場側 は、従業員 として

直接雇用せず、中間介在業者 を雇用主 として労

務管理 を任せ るこ とで、当時、工場労働者 に適

用 された工場法や健康保険法の責任 を回避 した。

特に、鉱山や建設現場では、劣悪な労働条件で

過酷 な仕事 をさせ る以外に、いわゆ る 「タ コ部

屋」等、人権 を無視 した扱い まで見 られた。

1947年 制定の労働基準法 は、第5条 で 「強制

労働の禁止」を、第6条 では 「中間搾取の排 除」

を規定 したが、 そこでは、戦前の労務供給業 に

よる間接雇用 の弊害除去が意図 されていた。 と

くに、アメ リカ占領軍 は労働民主化 のために間

接雇用排 除を強 く指導 し、1947年 制定の職業安

定法 は、国の行政 による無料の職業紹介事業原

則 を定 め、有料職業紹介事業 は厳格 に例外 とし

て規制 し、併 わせて、第44条 で ∫労働者供 給事

業」の禁止 を定 めた。請負を偽装 した労務 供給

業 とその受け入れを、罰則 を含 めて明確 に禁止

したので ある。

第2次 大戦後、国際労働機 関(ILO)が 、各

国で確立すべ き労働関連 について定 めた重要な

原則 の一つが、 「職業安定行政(88号)条 約」や

「有料職業紹介所(96号)条 約」な どが示す
、就

職 に介在す る営利業者 ＝間接雇用 の弊害 を排 除

す るこ とであった。労働基準法や職業安定法 は、

こうした国際的動 向に対応す るものであった。

2「 日本的雇用慣行」と間接雇用導入

の動機

アメリカ占領期が終了するとす ぐに、政府は

職安法施行規則を緩和 して、構内下請の導入を

容易にした。その後、社外工や構内下請などの

「間接雇用」が製造 ・造 船業をはじめ広がって

いった。

欧米諸国とは違って日本では、戦後の激動期

を経ても、企業を超えた仕事別労働条件を産業

別に設定するという集団的労働慣行が形成 され

なかった。その結果、企業別労働条件の格差が

大きく、労働条件が良い大企業ほど間接雇用の

導入への動機を強 く持つ という、欧米諸国とは

大きく異なった状況が生じていた。つまり、日

本の雇用社会は世界的には例のない企業別労使

関係の枠組みで展開されることになった。

1955年から73年まで、日本経済は驚異の高度

成長を達成 し、労働力不足の状況が生まれた。

そのなかで、①新規学卒者の定年までの長期雇

用、②年功賃金 と企業内福利厚生、③企業内職

業訓練、④企業別従業員組合等を特徴 とする「日

本的雇用慣行」が定着 した。企業規模による労
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働条件格差 は見 られた ものの、90%以 上が常用

雇用 として安定雇用 が保 障され る 「完全雇用」

と呼ばれ る状況が生 まれた。 こうした 日本 的雇

用慣行 は、普遍的な ものではな く、 きわめて限

定された時代的条件でのみ形成が可能であった。

しか し、 日本 の労働法制 も、労働運動 も、 こう

した 日本的雇用慣行 に深 く規定 されて しまって

いた。 これが、以下の通 り、世界的に も異様 な

速度 と規模で 「間接雇用」を受 け入れ、拡大す

る前提条件の一つ になった。

31985年 労働者派遣法

労働者派遣法が1985年 に制定 され、86年7月

に施行 された。 同法 は、職安法44条 が禁止する

労働者供給事業 の一部 を 「労働者派遣事業」 と

して合法化す ることになった。派遣対象業務 は

限定 され、86年7月 施行時点では13業 務、同年

9月 に16業 務 とな り、96年 改正 まで続 いた。

立法 の名 目は、職安法違反 の疑いが強 い業務

処理請 負が広 がって しまった中で、違法行為 を

取 り締 まるのではな く、現実を踏 まえて条件 を

付 けて合法化す ることによって、労働者の保護

を容易にする とい うこ とで あった。 しか し、実

際には、①職安法違反の労働者供給事業の一部

合法化、②男女平等 の世界的圧力 を回避 して、

性差別を雇用形態差別 にす りかえること、③情

報処理労働者を中間労働市場 に組織 す ること等

の経営側 の意図を実現す ることで あった。

85年 派遣法 には、次の ような多 くの問題点が

含 まれていた。すなわち次 の5点 であ る。

① 「派遣 労働」 という意図的誤訳

本来、諸 外国で"temporarywork"(一 時

的労働)と 呼ばれていた ものが、 日本 に受 け入

れ られ る と き に、 「派 遣 労 働」(dispatched

work)と 意図的に誤訳 された。その結果、派遣

は業務量 が一時的に増 えた ときに限って利用 で

きる期間限定的であることが曖昧 にされた。

② 同一労働差別待遇

派遣労働者 と派遣先の従業員の間では、同一

労働同一待遇が各国の派遣法に共通 した規制で

あったが、85年 法にはこの点について一切の規

制が盛 り込 まれなかった。その結果、企業別の

労働条件格差が派遣労働にそのまま持ち込まれ

るという世界的にも異常な状況が生じることに

なった。

③ 「名ばかり雇用主」の派遣元

建前では派遣元が雇用主 とされ、中間搾取等

の責任を問われないことになった。しかし実際

には、登録型派遣が容認され、わずか20平米の

事務所でも許可を受けることができるため、派

遣 と派遣の間に空白期間があっても休業手当等

の支払義務を免れる 「名ばか り雇用主」が認め

られることになった。

④ 世界最低の派遣労働者保護

関係法令の使用者責任を派遣元 ・派遣先に配

分 したに留まり、独自の派遣労働者保護策を規

定 してはいない。その結果、日本の派遣労働者

は不安定 ・差別労働である上に独自の保護を受

けない点で、世界の中でも最悪の状況に置かれ

ることになった。

⑤ 労働組合の無力化 ・透明化

派遣法では、労働組合は何の位置づけもされ

なかった。現実にも、無権利な派遣労働が広が

るにもかかわらず、企業別労組のほとんどは派

遣労働者を組織化 しなかった。その結果、派遣

労働者が増えるほど、派遣先労組は、客観的に

は、相対的に恵まれた正規社員の利益のみを守

る組織 という性格を帯びることになって、本来、

憲法が期待する役割か ら遠ざか り社会的道徳的

権威 を失うことになった。立法者は、別企業の

派遣労働者 を仲間 として受入れることが難 しい

企業別組織の弱点を知 り抜いて、「労働組合の無

力化」を意図していた。85年派遣法は、国鉄改

革が象徴的なように官公労を権力的に抑圧 した

中曽根内閣の下で成立 したことを考えれば、ま

さに 「搦め手からの団結破壊法」 という点に、
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その本質が あった と指摘せ ざるを得 ない。

4派 遣労働者の無権利

日本の派遣労働者ほど、無権利な労働者は他

に見られない。以下、無権利の類型や例を、ま

ず派遣先 との関係で、次に派遣元 との関係で項

目的に列挙することにしたい。

(1)派 遣先 との関係での無権利

派遣先は実際の労働力利用者であり、労働者

がその事業場で長時間を過ごすが、派遣法では

派遣先にっいての有効な法規制はほとんどない。

現実 には、派遣先による横暴 とも言える、権利

濫用的行為が蔓延 している。

例 えば、①権利濫用的な中途解約(差 替え要

求)、②実際の就業条件と関連文書との食違い、③

派遣先からの業務変更指示(文 書外)と 業務過

重、④安全衛生上の保護 ・安全健康配慮義務不

遵守(派 遣労働者の労災多発、過労死 ・過労自

殺例 まで発生)、⑤セクハラ、パワハラ、いじめ

(人権無視二物扱い)、⑥事業場での過半数労働

者代表選出からの排除(と くに、36協定。安全

衛生では法規制があるのに事実上排除)、⑦派遣

先での組合活動保障な し、⑧福利厚生上の差

別、⑨派遣先での研修なし、等である。

(2)派 遣元との関係での無権利

派遣元は 「名ばかり雇用主」の実態が際立っ

ている。不十分な法規制によって、登録型派遣

が認められ、また、零細業者でも許可され るよ

うな許可基準 となっていること、さらに、派遣

先か らの独立性がない子会社や系列会社など第

2人 事部的 「専 ら派遣」が多いこと等、実体が

ない場合が少な くない。雇用主 としての実体が

ない者が派遣元 として利益 を挙 げられ るのは、

雇用主責任を曖昧にしても許される法制度の欠

陥 と、法規制があっても違反を放置する労働行

政の怠慢のおかげであった。

派遣元に有利、労働者に不利な制度 と運用 と

しては、次のものが挙げられる。すなわち、①

細切れ契約、②派遣元が変わる度にリセッ トさ

れる年次有給休暇、③年休 ・病休取得代替要員

の保障な し、④産休 ・育休取得上の不利、困

難、⑤通勤手当、賞与、退職金なし、⑥派遣の

空白期間に経済保障なし、⑦中途解約の残期間

の保障不明確、⑧派遣終了と雇用保険の不利な

運用、⑨平均賃金計算での不利、⑩疲労累積な

ど労災認定上の不利、⑪安全衛生 と労災補償の

分離 ⑫過半数代表選出か ら事実上排除、⑬社

会保険不加入 ・脱法的加入、⑭雇用保険加入上

の制限(1年 以上の雇用の見込み)、等である。

とくに、99年派遣法改正で派遣業への参入規

制が大幅に緩和された。その結果、営利本位の

悪質業者も多数参入したため、法違反が横行す

ることになった。そうした弊害の極限例が 日雇

い派遣である。政府与党でさえ、その廃止を問

題にせざるを得ないほどに、その弊害が認識さ

れてきたが、ワーキング ・プアの受け皿 となっ

てお り、同時に、強制労働や中間搾取など、労

働者の無権利を前提にした戦前的弊害も再び復

活 している。

5対 象業務拡大に伴う弊害の拡大

1986年 、派遣法が施行 されて以降、派遣労働

が徐 々に拡大 した。派遣 対象 は弊害の少 ない専

門業務 とされて きたが、 これは派遣労働の弊害

を小 さ く見せ る政府の宣伝 に過 ぎない。派遣 対

象業務 は、主 に女性が担当する業務(フ ァイ リ

ング、OA機 器操作等)、 現業労働者が担 当す る

業務(清 掃、ビル管理等)、 コンピュータ関連業

務 な どが中心で あって、最初か ら、決 して専門

業務ではなかった。

日経連 は、95年 に 「新時代の 『日本 的経営』」

を発表 したが、そ こで は従来の日本的雇用慣行

を見直 して、男性正社員が担当す る業務以外 を、

派遣労働や有期雇用 な ど非正規雇用化す ること

を提言 していた。 この提言 は派遣対象業務 の範

囲設定 とピ ッタリと重な るもので、96年 法改正
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では、同提言 を反 映 して、対象業務が16か ら26

に大幅 に増 えた。

さ らに経済界 か らの規制緩和を求 める強い圧

力 の下、99年 には派遣対象業務 をネガテ ィブ ・

リス ト化 し、禁止業務以外 は原則 自由化す る法

改正が行われた。同改正 は、世界で最悪 の、派

遣労働者保護 は何 ら改善 しない まま、派遣労働

の範囲 を一層拡大 するもので あった。99年 改正

の前後10年 間(96年 ～2005年)に 、派遣労働者

は72万 人か ら255万 人へ と3.5倍 に急増 した。従

来 は女性、高齢者、情報処理労働者な どが中心

であった派遣が、若年の男性労働者 に一挙 に広

が ることになった。世界のなかで派遣労働者が

これ ほど急増 し、常用雇用が激減 した国は見 ら

れ ない。そ して、派遣労働の弊害が一挙 に拡大

して、雇用 を低劣化 ・不安定化 させ、 日本の雇

用社会全体が大 き く動揺 し、崩壊す る原因になっ

た。.

6派 遣期間制限と制限緩和

前述の通 り、日本 の労働者派遣制度では、「一

時的労働」 として派遣労働 を位置づ けるのでは

な く、対象業務 を 「専門業務 」に限定 する とい

う点 に特徴 を求めた。 しか し、99年 の原則 自由

化 に よって 「業務 の専門性」 とい う派遣業務 を

限定す る論理 に代 わって、新 自由化業務 につい

ては、派遣期間を1年 に限る とい う法規制(い

わゆ る 「1年 ルール」)が ようや く導入 され るこ

とになった。

本来、EU諸 国の派遣制度では、業務量 が急

に増 えた ときに受 け入れ る「一時的労働」(tem-

porarywork)と して派遣が認め られ るが、業

務が恒常化 した場合 には当該 の派遣 労働者 を常

用化す る必要がある。EU諸 国法 は共通 して、派

遣期間 を超 えた段階で 自動的 に直用 にな るが、

日本 の99年 法 は派遣先 の雇用義務 を定 めるに と

どまった。

しか し、99年 法で、従来の対象業務(26業 務)

につ いて は派遣期間の制限 をな くす る とい う改

悪が行 われた ことに注意 しなけれ ばな らない。

以前 は派遣期間についての意味が明確で はな く、

行政指導の方針 として3年 を超 える派遣 は受 け

入れ ないようにす るとされていたが、指導の実

績 も不明であった。いずれ にしても、対象業務

によって は派遣期間の制限がない とい うことは、

temporarywork(一 時的労働)と い う派遣 労

働の本質的性格に反す るものであ り、重大な問

題点 を含んでい る。

ところが、経営側 はさらに 「1年 ルール」の

改悪 を求め、2003年 の派遣法 で上限1年 の派遣

期間が3年 に延長 された。なお、製造業務 につ

いて は04年3月 か ら派遣期間1年 を上限 に対象

業務 化 され、07年3月 か ら派遣期間3年 が上限

とな った。

7日 本的派遣労働抜本的見直しの課題

以上の通 り、1985年 の労働者派遣法そのもの

が、EU諸 国法 とは大きくかけ離れた劣悪なも

のであり、多 くの問題点を内包する悪法中の悪

法であった。その弊害は、99年改悪によって一

挙に拡大 し、日本の雇用社会に大きな打撃を与

えることになった。

しか し、2006年以降、格差社会やワーキング・

プアが社会問題 として注目されるなかで、 よう

や く非正規雇用の拡大が注 目され、財界主導の

労働者派遣法改悪の問題が見直 され ることに

なった。 とくに、07年7月 の参院選挙で、与党

が歴史的敗北を喫 した結果、 「潮 目」が変わっ

て、現在、労働者派遣法を労働者保護を強める

方向で見直すことが課題 となっている。

本来、企業間労働条件格差がある日本に派遣

労働 を導入するのが大きな間違いであった。企

業を超えて産業別全国協約などで仕事別の労働

条件が確立しているEU諸 国では、協約慣行で

同一労働同一待遇が保障され、さらに派遣法で

それを確認する同一待遇原則が定められている
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ので、派遣労働拡大 によって常用雇用が破壊 さ

れ る弊害が極 めて少ない。 日本 には、 そ うした

同一労働同一待遇の慣行がないので、派遣労働

の弊害 はEU諸 国 とは比較 にな らないほ ど大 き

く、雇用破壊が劇的に生ず ることになった。 し

たがって、労働者派遣法は根本 的には廃止 する

べ きで ある。

ただ当面 は、立法 的改善が実現可能 であ り、

その方 向を目指すべ きである。当面 の派遣法の

改正点 として、次の5点 を挙 げ ることがで きる。

①EU諸 国並みの法規制 に近づ ける

世界最低 の派遣労働規制を改 めて、EU諸 国

の派遣法 に近づ けること。とくに派遣労働 を「一一

時的労働」 として捉 えるとともに、派遣先 の直

接雇用責任を強化することが重要である。

② 派遣労働の例外化

派遣元が実体 のない 「名 ばか り雇用主」であ

り、派遣労働者 に対 して雇用主 としての責任 を

果 た さない場合や、派遣先 と対等 に労働者派遣

契約 が結べない場合、 これ を 「不真正派遣 」 と

考 えて厳格 に排除す る。具体 的には、 「日雇派

遣」と 「専 ら派遣」を禁止す る とともに、「登録

型派遣」 も、雇用主 としての責任 を果 た してい

ないので禁止す ることが必要である。また、派

遣禁止対象業務 を大幅 に拡大 し、危険有害業務 、

医療 ・福祉、介護業務 などを加え る。また、現

行26業 務 を根本 的に見直 し、真正の 「専門的業

務」 のみ に限定 し、期間制 限を加 える。 また、

派遣利用 事由(臨 時性)を 限定す るとともに、

派遣先職場での派遣割合の上限(例:従 業員の

5%以 内な ど)を 設定 する。

③ 派遣先従業員 との同等待遇保障

派遣労働者が、派遣先従業員 と同種業務 を行

う ときには、 同等待遇 を保障す る。企業横 断的

労働条件(仕 事別賃金慣行)の ない 日本では多

くの問題が生ず ることが予想 され る。仮 に、同

種 業務 を行 う派遣先従業員が いない場 合 には、

同一価値労働担 当者か、従業員全体の平均的待

遇 を適用 する。 なお、 同等待遇保障 は労働者派

遣制度にとって本質的なものであるので、それ

ができない業務や事業であれぼ、派遣導入その

ものを禁止する。また、差別待遇の是正につい

ては、関連制度を導入 した韓国の2006年法を参

考に、 より簡易迅速な救済制度(立 証責任は使

用者が負担し、組合が代理人 として参加するこ

とも認める等)を 導入する。派遣元が同等待遇

による差額支払いをしないときには、許可を取

消す。

④ 派遣労働者への特別な保護

登録型派遣は原則 として廃止する。

経過的には、同一使用者の下での継続勤務を

前提にする労働基準法上の労働条件については、

派遣元が相互に連帯 して権利を保障する。た と

えば、年次有給休暇については、派遣元が変わっ

ても休暇日数増加について労働者は不利になら

ないこととし、派遣先か、過去の複数の派遣元

(使用者)が 連帯 して責任を負 うというように、

使用者側の集団責任で、休暇日数累積に伴 う経

済負担をさせる。社会保険 ・雇用保険加入 ・運

用についても、登録型については経過的に不利

な扱いとならないように特別な措置を とる。賃

金面では、通勤手当、家族手当、住宅手当、賞

与など一般的な手当を派遣元に義務づ ける。平

均賃金や給付基礎 日額の計算面で派遣労働者が

不利にならないようにする。

⑤ 派遣労働者の組合活動、労働者代表選出

の権利

名ばか り派遣元では、労組活動をすることや

労働者代表を選出することが実際上困難である

ことを考えて、派遣労働者については、派遣元

だけでなく、派遣先の事業場での組合活動や労

働者代表選出に実質的参加できる権利を保障す

る。とくに、派遣労働者が、派遣先職場で組合

活動を自由に行えるように特別な保障規定を定

め、派遣先が、派遣労働者が所属する労働組合

との団体交渉に応諾する義務があることを再確

認する規定を労働者派遣法で定める。

(わきた しげる ・会員 ・龍谷大学教授)

一45


